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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

社会福祉施設における避難の実効性
を確保するための留意点

要配慮者利用施設の避難の実効性確保に関する市町村職員向け研修会

国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室
砂防部砂防計画課地震・火山砂防室



１．社会福祉施設における対応
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リスクを適切に
把握

（１）水害や土砂災害など、施設が有する災害リスクの適切な把握

○施設が有する災害リスクを災害の種類ごとに適切に把握することが必要です
○災害リスクがある場合は、浸水の深さ、継続時間、建物倒壊等のおそれなどについても把握が必要です

洪水・土砂災害ハザードマップ（市町村）

浸水想定区域図 土砂災害警戒区域図（国、都道府県）

社会福祉施設

【浸水リスクがある場合】
• 浸水深
• 浸水継続時間

• 家屋倒壊等氾濫想定区域の
該当の有無など

【土砂災害リスクがある場合】
• 土砂災害警戒区域の範囲
• （避難経路含む）
• 土砂災害の種類（がけ崩れ、
• 土石流、地すべり）など

社会福祉施設の対応
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（出典：昭島市洪水・土砂災害ハザードマップ／昭和市HP）

（出典：京浜河川事務所HP） （出典：神奈川県HP）



いずれのケースにおいても、計画どおりに避
難ができないことも想定し、少しでも被害を
受け難い高い場所や斜面の反対側の部屋
に緊急的に移動する「緊急安全確保」の方法
や、そのような事態に陥ったときの連絡体制
等を決めておくこと

（2）災害リスクに適切に対応した避難先の選定と複数の避難先の確保

〇施設の有する災害リスクに応じた避難方法および避難先を決定することが重要です
〇計画どおりに避難ができない場合を想定し、複数の避難先の確保等が重要です

施設の有する災害リスクの把握

立退き避難

屋内安全確保（垂直避難）

■施設外へ避難（以下に該当する施設は原則、立退き避難）
・家屋倒壊等氾濫想定区域
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

■施設内で避難
・施設外の避難ができない場合など

市町村等の指定緊急避難場所 安全な他の社会福祉施設

他施設との平時からの協力体
制の構築

避難方法の決定

避難先の決定

「警戒レベル3高齢者等避難」の
発令のタイミングで避難先が開所
することを確認

• 市町村が公表しているハザードマップ
• 国や都道府県が公表している浸水想定区
域図、土砂災害警戒区域図等を活用

※「（１）水害や土砂災害など、施設が有する災害
リスクの適切な把握」を参照

施設が留意すべき点 施設が留意すべき点

垂直避難する場合は、浸水しない床高へ避難するこ
とに加え、必要な物資（水・食糧、薬等）のほか、電気
やガス、水道等が使用できないことへの対策を執る
円滑かつ迅速な避難に必要なエレベータやスロープ
等の避難設備を設置
避難が長時間に及ぶことなども想定して、多重的に
複数の避難先を確保

施設が留意すべき点

社会福祉施設の対応

緊急安全確保

3



（3）個々の施設状況を考慮した避難開始のタイミングの設定 社会福祉施設の対応

○原則として、「警戒レベル3高齢者等避難」が発令されたタイミングで避難を開始してください
○利用者が多い、利用者の身体的な状況等により避難完了までに時間を要する場合は、雨量等の状況を踏ま
え、避難完了までの時間に応じて「警戒レベル3高齢者等避難」の発令を待つことなく、早めに避難を開始して
ください

避難開始を
前倒し

社会福祉施設におけ
る避難のタイミング

避難に時間を要する
場合

※避難行動そのものが利用者の負担となるため、周囲の状況や支援要員の人数等を考慮した上で、利用者の身体状態に応じて避難開始のタイミン
グを分けるなど、施設の実情に応じた段階的な避難方法を決めておくこと 4



（4）利用者の円滑な避難に資する避難支援体制の確保 社会福祉施設の対応

○雨量や河川水位情報、洪水予報、土砂災害警戒情報、避難情報等の防災情報を的確に収集するため、情報の
種類、入手方法、情報レベルに応じた要員確保など、時系列的な体制確立方法をあらかじめ決めてください

○交通機能が停止することも想定し、早めの職員参集や緊急時の協力体制構築をあらかじめ検討してください

社会福祉施設

早めの職員の参集

連携体制の構築

消防団

周辺企業

利用者家族
地域住民

緊急時の協力体制の構築

収集する情報
の種類（一例） 入手方法

（一例）

情報収集
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雨量情報

河川水位情報、
洪水予報

土砂災害警戒情報

避難情報

テレビ

PC、スマホ

ラジオ



訓練後に振り返りを実施

（５）訓練実施と訓練で得られる教訓の避難確保計画への反映

○避難訓練は、立退き避難だけでなく、比較的容易に行うことのできる、①避難経路を確認する訓練や②情報
伝達訓練、③図上訓練等の訓練もあります。様々な種類の訓練を分けて行う方法や利用者の身体状態に
応じて、避難支援に必要な人数や避難時間等を確認する訓練など負担軽減を図り、訓練を継続してください

○避難支援協力者である消防団や近隣の企業、地域住民、利用者家族等の協力を得て実施するよう努めて
下さい

○訓練後には、訓練で得られた教訓を踏まえて、避難の実効性を高めるため避難確保計画の内容の充実を
図ってください

社会福祉施設の対応

①避難経路を確認する訓練 ②情報伝達訓練 ③図上訓練

避難確保計画の内容を見直し、避難確保計画の内容の充実を図る
6

R1.6.25 津久見市

R1.9.29 日田市
写真：
徳島県資料 写真：焼津市資料

※写真は訓練のイメージ



（６）非常災害対策計画と避難確保計画の一体化による事務負担軽減 社会福祉施設の対応

○介護保険法等に基づく「非常災害対策計画」と水防法や土砂災害防止法に基づく「避難確保計画」は、両計
画の内容を網羅するようにして、一体化した計画として作成することができます
〇表中の下線部分は避難確保計画にのみ記載が求められるものであるため、非常災害対策計画に下線項目
を加えることで、避難確保計画を作成したと見なすことができます
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計画 避難確保計画（災害ごとの規定） 非常災害対策計画（施設ごとの規定）

根拠
法令等

○水防法 （昭和24年法律第193号）
○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律 （平成12年法律第57号）

○ 津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）

○ 厚生省令又は厚生労働省令

• 【介護保険施設等】指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成11年３月31日厚生省令第39号） 等

• 【障害者支援施設等】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定障害者支援施設等の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準（平成18年９月29日厚生労働省令第172号） 等

• 【救護施設等】救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及
び運営に関する基準（昭和41年７月１日厚生省令第18号） 等

• 【児童福祉施設等】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年12月29日厚生省令第63号） 等

対象
（※1）

浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に所在し、市町
村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設（社会福
祉施設等）

社会福祉施設等（介護保険施設等、障害者支援施設等、救護施設等、児童福
祉施設等）

義務
（※2） 避難確保計画の作成及び市町村への提出、避難訓練の実施 非常災害対策計画の作成、避難訓練の実施

計画に
定める
べき項目

• 計画の目的
• 計画の適用範囲
• 防災体制
• 情報収集及び伝達
• 避難の誘導
• 避難確保を図るための施設の整備
• 防災教育及び訓練の実施
• 自衛水防組織の業務（自衛水防組織を設置する場合に限る。）

• 施設等の立地条件
• 災害に関する情報の入手方法
• 災害時の連絡先及び通信手段の確認
• 避難を開始する時期、判断基準
• 避難場所
• 避難経路
• 避難方法
• 災害時の人員体制、指揮系統
• 関係機関との連携体制



（7）職員及び利用者家族等への災害リスク及び避難確保計画の周知

○施設が有する災害リスクや避難先、避難開始のタイミング、避難支援体制、避難方法等を全職員に周知して
ください（周知する頻度や方法等はあらかじめ決めておいてください）

〇施設の利用開始時には、利用者に加えて、避難支援の協力者としての役割が期待される利用者の家族や
地域住民に対しても、施設が有する災害リスクや避難確保計画の主な内容を周知してください

社会福祉施設の対応

利用者家族等

職員

社会福祉施設
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【周知すべき内容（一例）】
• 施設が有する災害リスク
• 避難先
• 避難開始のタイミング
• 避難支援体制
• 避難方法 など
【対象】
• 全職員

【周知すべき内容（一例）】
• 施設が有する災害リスク
• 避難先
• 避難開始のタイミング
• 避難方法 など
【対象】
• 避難支援の協力者としての役割
が期待される利用者家族や地
域住民等

施設職員向け

避難支援の協力者向け

災害リスクや避難確保
計画の主な内容等
について周知



（8）市町村との情報連絡体制の確立 社会福祉施設の対応

○情報伝達は、市町村から施設への一方通行の伝達だけではなく、施設から市町村に対しても、「避難を完了
した」等の情報を伝達するなど双方向の連絡体制の構築をお願いします

〇災害時に市町村と円滑に連絡を取り合える関係を構築するため、平時から市町村と施設との情報交換の場
を確保するようお願いします

社会福祉施設等 市町村

【情報共有の一例】
• 避難の開始・完了
• 避難確保計画の変更
• 訓練の実施

相互に
情報共有

【情報共有の一例】
• 避難所の開所情報
• 災害の状況
• 避難情報等
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